
 

八王子市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱  

平成 29 年 4 月 1 日施行  

平成 30 年 4 月 1 日改訂  

平成 31 年（ 2019 年） 4 月 1 日改訂  

令和２年（ 2020 年） 4 月 1 日改訂  

令和３年（ 2021 年）３月 11 日改訂  

令和４年（ 2022 年）３月 1 日改訂  

令和５年（ 2023 年）４月１日改訂  

令和７年（ 2025 年）４月１日改訂  

令和８年（ 2026 年）４月１日改訂  

（総則）  

第１条 この要綱は、住民主体による介護予防・生活支援サービス事業にかかる補助金について、

「補助金等の交付の手続等に関する規則」（昭和３５年八王子市規則第１９号。以下「規則」と

いう。）第５条に基づき、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的）  

第２条 この補助金は、「八王子市住民主体による介護予防・生活支援サービス事業実施要綱（以

下「実施要綱」という。）」第６条に定める内容の実施に要する経費の一部を、市が予算の範囲

内で補助することにより、住民主体による介護予防・生活支援サービス事業を円滑に実施する

ことを目的とする。 

 

（補助対象経費）  

第３条 この補助金の交付対象となる経費及び上限額は、別表第１に定めるとおりとする。ただ

し、次のいずれかに該当するものは、補助対象としない。 

（１）飲食等にかかる食糧費 

（２）大規模修繕にかかる工事費 

（３）自動車や不動産等の取得 

（４）他の補助制度により、既に補助を受けている経費 

 

（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付を受ける対象者（以下「補助対象者」という。）は、実施要綱に基づき、

当該事業に参加する団体とする。 

 

（補助金の申請）  

第５条  補助対象者は、次に掲げる申請書類及びその付属資料を所定の期日まで

に市に提出しなければならない。  



 

（１）補助金交付申請書（第１号様式）  

（２）収支予算書（第２号様式）  

（３）事業計画書（第３号様式）  

 

（交付の決定）  

第６条  市は補助金の交付申請があったときは、内容を審査の上、適当と認める

場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知す

る。  

 

（補助金の交付）  

第７条  市は前条の規定による交付決定の後、補助対象者の請求に基づき、速や

かに補助金を交付する。  

 

（補助金の交付額）  

第８条 交付する補助金の額は、別表第１に定めるところにより、市の予算の範囲内において決

定する。 

 

（申請額の変更等） 

第９条 規則第10条の規定による事業内容（申請額）の変更にかかる申請については、内容変更

申請書（第5号様式）によることとする。ただし、別表第１に定める増額可能な加算については、

年度内１回に限り変更申請が可能だが、当該年度の２月末日までに申し出なければならない。 

２ 事業（活動）を休止・廃止する際は、実施要綱第12条に定める「休止・廃止届出書」を速や

かに市に提出しなければならない。 

３ 市は、第１項及び第２項の申請に基づき、補助金の交付の決定を変更することができる。 

 

（実績報告） 

第10条 補助対象者は補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定にかかる会計年度が終了し

たときのいずれか早い日から起算し、14日以内に実績報告書（第６号様式）及び収支決算書（第

７号様式）を市に提出しなければならない。 

 

（補助金額の確定） 

第11条 市は、前条による実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて、現地

調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（第８号様式）により、補助対象者に通知する。 

 

（交付決定の取り消し） 



 

第12条 市は、補助対象者が次のいずれかに該当したとき、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金をほかの用途に使用したとき 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき 

（４）実施要綱第12条に基づく、活動の休止・廃止・取消があったとき 

 (５) 暴力団の利益となる利用であることが判明したとき。暴力団による利用であるかを確認す

る必要がある場合は、所轄の警察署へ照会する。（八王子市暴力団排除条例第９条） 

 

（補助金の返還） 

第13条 補助対象者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付され

ているときは、市の指示するところにより、その額を返還しなければならない。 

２ 前項の規定は、第11条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときも同様とする。 

 

（事務所管） 

第14条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、福祉部高齢者いきいき課において処理する。 

 

（補助金の終期） 

第15条 この補助金の終期は介護保険制度の改正に合わせることとする。 

２ 前項に規定する終期が到来したときは、市は補助金交付について再検討をし、継続又は廃止

を決定するものとする。 

 

（補則） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成31年（2019年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年（2020年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年（2021年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年（2022年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年（2023年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年（2025年）４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年（2026年）４月１日から施行する。 



 

別表第１ 補助対象経費及び補助金の上限額（第３条関係） 

補助対象経費 月あたりの上限額 

基準額 

事務作業及び利用者のサービス調整にかかる

コーディネート等にかかる人件費（物品購入

費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険

料、賃借料、会場使用料、団体の構成員を除く

研修講師等謝礼等実施要綱第２条に定める目

的のために行われる多様な生活支援、実施要綱

第７条に定める多様な活動に必要な経費を含

む） 

30,000 円/月（上限） 

加

算

区

分

ア 

活動体制充実 

加算※1 

①延べ利用人数（ 

1 か月あたり）8 人以上 

5,000円/月（上限） 

②延べ利用人数 

（1か月あたり） 

30 人以上 

20,000 円/月（上限） 

③延べ利用人数 

（1か月あたり） 

80 人以上 

30,000 円/月（上限） 

加

算

区

分

イ 

賃借料加算 
家賃（敷金・礼金含む）、コピー機等の賃借に

かかる経費に応じて加算。 
20,000 円/月（上限） 

車両を利用した 

生活支援実施加算 

※2 

車両を活用した生活支援（買物・外出付き添い

等）を実施する場合、次の経費に応じて加算 

 

（１）レンタカー、法人、活動スタッフ所有の

自動車の賃借料 

（２）保険料（個人所有車両にかかる個人名義

の自動車保険料を除く） 

（３）安全運転講習受講にかかる費用 

（４）駐車場代の実費 

①延べ利用人数 

（1か月あたり） 

1～3 人 

5,000円/月（上限） 

②延べ利用人数 

（1か月あたり） 

4～6 人 

10,000 円/月（上限） 

③延べ利用人数 

（1か月あたり） 

7～9 人 

20,000 円/月（上限） 

④延べ利用人数 

（1か月あたり） 

10 人以上 

30,000 円/月（上限） 

通いの場加算 

実施要綱第３条第３項及び第７条に定める「通

いの場」を生活支援と一体的に運営する場合の

事務経費に応じて加算。ただし、「八王子市ふ

れあい・いきいきサロン支援事業補助金」の交

付を受けて活動しているものを除く。 

補助期間の月数に相当す

る回以上開催する場合 

10,000 円/月（上限） 

 生活支援向上 

加算※3 

生活支援活動に役立つ講座を受講する場合、次

の経費に応じて加算（消耗品費・印刷費・外部

講師への謝礼・会場費・通信費・その他、市長

が認める経費） 

5,000円/月（上限）※4 

※1：当該加算に限り、補助金交付申請書（第１号様式）により、第９条に定める増額申請が

可能。 

※2：当該加算に限り、補助金交付申請書（第１号様式）によりあらかじめ申請していた補助

金額から、第９条に定める増額申請が可能。 



 

※3：「生活支援向上加算 講座予定表（様式３別紙）」の要件を遵守すること。 

  ※4：年度途中から参加登録した場合でも年６万円（上限）計上可能。 

 

                             交付の要件   

 

１ いずれも第３条の各号に定める経費は補助対象としない。 

２ 当該事業の実施にかかる補助対象経費は、基準額の対象月数に相当する金額を上限とし、各

団体の活動内容に応じ、別表第１に定める基準額及び加算の合計とする。 

ただし、加算の組み合わせによる上限額は加算区分ア・イを合わせて月５万円（「活動体制充 

実加算」の③及び「車両を利用した生活支援実施加算」の③④を申請する場合は月６万円）

とし、取り組む内容については実施要綱第７条第２項に基づき、事前に生活支援コーディネ

ーターと協議すること。 

なお、第８条に定める補助金の交付額は、基準額に各種加算を加えた見込み額で決定するこ

ととし、第11条に定める補助金額の確定に基づき、精算するものとする。 

加算区分イについては、実績報告書と共に領収書の写しを市に提出すること。 

３ 物品購入費は税込単価５万円までに限り、１万円を超える場合は市への協議と備品台帳へ記 

するものとする。 

4 資格取得費用は、実施要綱第２条に定める目的のために必要な資格に限り、基準額または「通

いの場加算」にて精算するものとし、取得前に資格取得協議書を提出すること。 

 


